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広報ぎふ 5月 1 日号 ユニボイス版 

このページには「表紙 ぎふ長良川の鵜飼」と 

「マイナンバーカード休日窓口を開設（申請・交付・更新など）」と 

「令和 8年度国民健康保険簡易申告書は 5/20㈬までに提出を」 

を掲載しています。 

 

 

ぎふ長良川の鵜飼 

1,300 年以上の歴史を誇る、夏の風物詩、ぎふ長良川の鵜飼が 5 月 11 日㈪に開

幕します。今シーズンは、新たな高級観覧船の運航や 27 隻の観覧船を順次椅子

席化するなどの取り組みを進めています。皆さんの鵜飼観覧船乗船をお待ちし

ています。 

問い合わせ 鵜飼観覧船事務所 262－0104 

 

 

マイナンバーカード休日窓口を開設（申請・交付・更新など） 

◆日時 5 月 9 日㈯・24 日㈰の午前 9時 15 分～正午 

◆場所 市民課（市庁舎 1階）および各事務所（市内 7カ所） 

※原則予約制 

◎予約方法など、詳細は市ホームページ（1016726）に掲載。 

問い合わせ 市民課 214-7553 

 

 

令和 8年度国民健康保険簡易申告書は 5/20㈬までに提出を 

 令和 7年分の所得情報を把握できていない人へ、5月 7日㈭に国民健康保険簡

易申告書を発送する予定です。提出が遅れた場合は、6月の保険料の通知に反映

されません。 

また、所得の少ない世帯に対する軽減の判定や保険料の算定、高額療養費の自

己負担額に影響しますので、5月 20 日㈬までに提出をお願いします。 

問い合わせ 国保・年金課 214-4315 
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このページには「軽自動車税の納期限は 6/1㈪」と 

「市税・国民健康保険料平日夜間・休日納付相談窓口を開設」 

を掲載しています。 

 

 

軽自動車税の納期限は 6/1㈪ 

 納税通知書の発送を 5 月上旬に予定していますので、必ず納期限までに納め

ましょう。5月中旬までに届かない場合は税制課までお問い合わせください。 

 軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車（二輪、三輪、四

輪以上）、二輪小型自動車の 4月 1日現在の所有者に課税されます。月割制度が

なく、4 月 2 日以降に譲渡や廃車をされても年税額を全額納めていただきます。 

◎身体障害者手帳などをお持ちの人で要件を満たす場合は、軽自動車税の減免

を受けられます。ただし、1人 1台に限り、他の軽自動車や普通自動車で減免さ

れている場合は受けられません。新たに申請する人は、6月 1日㈪までに手続き

をしてください。障がいの程度など条件により減免できない場合もありますの

で、詳細はお問い合わせください。 

問い合わせ 税制課 265-3908 

 

 

市税・国民健康保険料平日夜間・休日納付相談窓口を開設 

平日の昼間、金融機関などに市税や保険料を納めに行く時間がない人や、納付に

ついてお困りの人はご相談ください。 

◆平日夜間 ５月 7日・14 日・21 日・28 日の各㈭午後 5時 30 分～8時 

◆休日 5 月 10 日・17 日・24 日・31 日の各㈰午前 10 時～午後 3時 

◆持ち物 納税通知書または保険料納入通知書、本人確認できるもの（マイナン

バーカードなど） 

◆場所・問い合わせ 納税課（市庁舎 3階・214-2098） 
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このページには「難病への理解を」と 

「耐震補強等の改修工事のため岐阜城天守閣・資料館を休館」と 

「青い鳥郵便葉書（はがき）を無償配布」 

を掲載しています。 

 

 

難病への理解を 

平成 26 年 5 月 23 日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し

たことを記念して、毎年 5月 23 日は「難病の日」とされています。 

 難病は人口の一定の割合で発症するといわれており、決して特別なものでは

ありません。あなたの身近な人が難病で療養しているかもしれません。この日を

きっかけに、難病や難病の患者について理解を深めましょう。 

問い合わせ 保健所地域保健課 252-7191 

 

 

耐震補強等の改修工事のため岐阜城天守閣・資料館を休館 

◆期間 天守閣：5月 19 日㈫～来年 10 月下旬（予定）、資料館：来年 10 月下旬

まで（予定） 

◎来年 11 月にリニューアルオープンを予定 

※ぎふ金華山ロープウェーは、メンテナンスなどによる運休日を除き、運行予定。 

問い合わせ 観光コンベンション課 265-3984 

 

 

青い鳥郵便葉書（はがき）を無償配布 

◆対象者 重度の身体障がいがある人（身体障害者手帳 1級・2級）または重度

の知的障がいがある人（療育手帳 A・A1・A2） 

◆配布内容 通常郵便葉書・1人 20 枚 

◆申込 6 月 1 日㈪までに各手帳を持参の上、最寄りの郵便局へ。郵送による申

込書の提出も可。 

◎詳細は、日本郵便㈱ホームページに掲載。 

問い合わせ 日本郵便㈱お客様サービス相談センター0120-23-2886 
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このページには「消費生活講演会「落とし穴に注意！SNS 時代 情報との賢い付

き合い方」」と 

「消費生活相談は「岐阜市消費生活センター」へ」 

を掲載しています。 

 

 

消費生活講演会「落とし穴に注意！SNS 時代 情報との賢い付き合い方」 

◆日時 5 月 27 日㈬午後 2時～3時 15 分  

◆場所 ぎふメディアコスモスかんがえるスタジオ（司町 40－5） 

◆定員 50 人  

◆講師 長澤江美さん（スマートニュースメディア研究所） 

◆申込 5 月 1 日㈮～18 日㈪に市ホームページの申込フォームから申し込む。

申込者多数の場合は抽選。 

問い合わせ 市民相談・消費生活課 214－2680 

 

 

消費生活相談は「岐阜市消費生活センター」へ 

●5月は「消費者月間」 

テーマ：見える情報 見えない仕組み ～AI 時代の消費者力を高めるために～ 

 安全・安心な消費生活のために、各個人が必要な情報を選択し活用する力（情

報リテラシー）を養うことが大切です。 

 消費生活センターでは、消費生活に関するトラブルなどの相談を専門の相談

員が無料でお受けします。悪徳商法の対処方法などを楽しく学べる出前講座や

消費生活サポータ―対象の研修なども開催しています。 

問い合わせ 消費生活センター214－2666 
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このページには「土砂災害のおそれがある区域からの住宅の移転を支援」 

を掲載しています。 

 

 

土砂災害のおそれがある区域からの住宅の移転を支援 

 土砂災害のおそれがある区域内の市民の安全を守るため、住宅の移転に要す

る費用の一部を補助します。 

◆対象住宅 ①～③の区域内の既存不適格住宅（①～③の区域指定前に建設さ

れ当該区域に係る規制に適合していない住宅）または①～⑤の区域内で災害後

に移転勧告などを受けた住宅 

①災害危険区域 ②岐阜県建築基準条例第 6条適用区域 

③土砂災害特別警戒区域 ④土砂災害特別警戒指定見込み区域 

⑤災害救助法適用区域 

◆補助金額 

・対象住宅の除却などに要する費用【拡充】（除却：木造 上限 3万 3千円／㎡・

非木造 上限 4万 7千円／㎡、動産移転等：上限 97 万 5 千円※） 

・移転先の住宅の建設・購入・改修に要する借入金の利子相当額（上限 731 万 8

千円※）※変更となる場合あり 

◆申込・問い合わせ 9 月 30 日㈬までの開庁日時に電話で連絡の上、直接建築

指導課（市庁舎 17 階・265－3903）へ。今年度は「事前相談」のみで正式な申請

および工事は来年度になります。事前相談を行わずに申請することはできませ

んのでご注意ください。 

◎詳細は、市ホームページ（1002460）をご覧いただくか、お問い合わせくださ

い。 
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このページには「食と運動教室」と 

「自転車の交通違反に交通反則通告制度の適用開始」 

を掲載しています。 

 

 

食と運動教室 

◆期日 5 月 21 日㈭ 

◆時間・内容 ①午後 1時 30 分～2時 30 分＝フレイル予防 

②午後 3時～4時＝働き盛りの筋肉・骨の老化予防 

◆場所 柳ケ瀬健康運動施設「ウゴクテ」（徹明通 2－18 柳ケ瀬グラッスル 35 3

階） 

◆対象者・定員 ①65 歳以上の人 ②30 歳～64 歳の人／各 10 人 

◆申込・問い合わせ 5 月 8 日㈮～20 日㈬に市ホームページの申込フォームま

たは電話で保健所健康づくり課 252－7180 へ。先着順。 

 

 

自転車の交通違反に交通反則通告制度の適用開始 

 4 月 1 日に改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度

（いわゆる青切符）が適用になりました。 

●交通反則通告制度とは… 

 16 歳以上の運転者が取り締まりを受けると、青切符が交付され、定額の反則

金の納付が通告されます。通告を受けた人が一定期間内に反則金を納付したと

きは、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結される制度です。 

●違反者には… 

 基本的に現場での指導警告が行われます。ただし、交通事故の原因となる恐れ

があり、歩行者や他の車両に対して危険性・迷惑性が高い悪質な違反は取り締ま

りの対象となります。 

●取り締まりの対象となる違反行為の例 

信号無視 反則金 6,000 円 

携帯電話の使用等 反則金 12,000 円 

一時不停止 反則金 5,000 円 

◎詳細は、警察庁ホームページ掲載の「自転車ルールブック」をご覧ください。 

問い合わせ 岐阜県警察本部交通企画課 271－2424 
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このページには「スマートフォン教室（入門編・基本編）」 

を掲載しています。 

 

 

スマートフォン教室（入門編・基本編） 

●入門編 

◆日時 ①6月 18 日㈭午前 10 時～午後 0時 30 分 

②19 日㈮午前 10 時～午後 0時 30 分 

※①②は同じ内容。どちらか一方のみ申込可。 

◆内容 画面の見方やネット・アプリの使い方 

 

●基本編 

◆日時 ③6月 18 日㈭午後 2時～4時 30 分 

④19 日㈮午後 2時～4時 30 分 

※③④は同じ内容。どちらか一方のみ申込可。 

◆内容 カメラ・地図アプリの使い方、LINE の基礎など 

 

【共通】◆場所 ぎふメディアコスモス（司町 40－5） 

◆対象者・定員 市内在住で 60 歳以上の人／各 20 人 

◆申込・問い合わせ 5 月 15 日㈮（必着）までにはがき※を郵送または開庁日

時に直接高齢福祉課（〒500-8701 司町 40－1 市庁舎 1階・214－2173）へ。市ホ

ームページの申込フォームからも申し込み可。申込者多数の場合は抽選。スマー

トフォン（①③は Android、②④は iPhone）は当日貸し出し。 

※希望時間（①～④）、郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を記

入。入門編と基本編の同時申込可。 
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このページには「ごみ処理有料化に伴う普通ごみの排出方法 1/2」 

を掲載しています。 

 

 

ごみ処理有料化に伴う普通ごみの排出方法 

 10 月 1 日㈭以降に家庭から普通ごみを排出する際は家庭用指定ごみ袋を、事

業所から普通ごみを排出する際は事業用指定ごみ袋を、地域のボランティア清

掃などで出た普通ごみを排出する際は市が無料配付するボランティア用指定ご

み袋をご使用ください。 

 家庭用指定ごみ袋・事業用指定ごみ袋はコンビニエンスストア・ドラッグスト

ア・スーパーマーケットなどで、8月ごろから販売を予定しています。 

◎詳細は、市ホームページ（1038123）に掲載。 

問い合わせ 環境政策課 214－2175 

 

ごみ処理有料化専用ダイヤル 

 ごみ処理有料化の対象となるごみの種類・排出方法や袋の買い方など、有料化

に関する質問にお答えします。 

問い合わせ 214－2350 （環境事業課内）（平日午前 8時 45 分～午後 5時 30 分） 

 

●家庭用指定ごみ袋 

◆排出方法 ごみステーションへ排出 

◆サイズ・価格「1組(10 枚)単位」 45ℓ＝500 円、30ℓ＝330 円、15ℓ＝160 円 
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このページには「ごみ処理有料化に伴う普通ごみの排出方法 2/2」 

を掲載しています。 

 

 

●事業用指定ごみ袋（会社や飲食店、店舗など） 

◆排出方法 

事業用指定ごみ袋に入れ（袋に事業所名を記載）、次のいずれかの方法で排出 

 ・一般廃棄物収集運搬許可業者に委託 

 ・自己搬入施設へ自ら搬入 

 ・地域のごみステーションに排出 ※（1回 3袋まで） 

◆サイズ・価格「1組(10 枚)単位」 45ℓ＝500 円 

※ごみ当番や管理費など地域の取り決めを守ったうえ、各ごみステーションを

管理する地域の自治会長などの了承を得てください。 

 

●ボランティア用指定ごみ袋（都市美化ごみ・地域イベントごみ） 

◆排出方法 ごみステーションへ排出 

※10 袋以上の場合は、市が直接回収するため事前にご連絡ください。 

◆都市美化ごみとは 

 公共用地、公民館、不特定多数の人が利用する場所を自主的に行う清掃活動

で出たごみ 

◆地域イベントごみとは 

 自治会、まちづくり協議会が主催またはこの 2団体が共催する地域活動（祭

事、行事、会合など）で出たごみ 
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このページには「自分自身の身を守るためこまめな情報収集を～5月 29 日㈮か

ら新たな防災気象情報の運用が開始～」 

を掲載しています。 

 

 

自分自身の身を守るためこまめな情報収集を～5 月 29 日㈮から新たな防災気象

情報の運用が開始～ 

 大雨などの際に気象庁が発表する防災気象情報（警報や注意報など）について、

5 月 29 日から新しい運用が開始されます。防災気象情報や市からお知らせする

避難情報が出された場合は、スマートフォンやテレビなどで情報収集をし、必要

な備えや適切な避難行動につなげましょう。 

●主な変更点 

・河川の氾濫・大雨・土砂災害・高潮に関する警報・注意報の情報名に「レベル」

が付記されます。 

（例）「大雨警報」▶「レベル 3大雨警報」 

・警戒レベル 4に相当する「危険警報」が新設されます。 

（例）「土砂災害警戒情報」▶「レベル 4土砂災害危険警報」 

・線状降水帯や記録的短時間大雨など、命に関わる危険な現象を速報的に伝える

「気象防災速報」が発表されます。 

（例）「顕著な大雨に関する気象情報」▶「気象防災速報（線状降水帯発生）」 

問い合わせ 危機管理課 267－4763、岐阜地方気象台 271－4108 
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このページには「令和 8 年度予算主な事業 岐阜を動かす社会基盤整備 1/3」 

を掲載しています。 

 

 

令和 8年度予算主な事業 

 市では、特に重点を置いて取り組む政策の方向性として「こどもファースト」、

「経済活性化」、「岐阜を動かす社会基盤整備」、「持続可能で幸せな市民生活」を

令和 8 年度の政策ベクトルとして掲げています。この政策ベクトルを着実に深

化させ、事業に取り組んでいきます。今号では、「岐阜を動かす社会基盤整備」

「持続可能で幸せな市民生活」について紹介します。 

問い合わせ 広報広聴課 214－2387 

 

岐阜を動かす社会基盤整備 

岐阜を動かし続けるため、引き続き中心市街地活性化と多様な地域課題の解決

に取り組む。 

 

●センターゾーンのにぎわいの連携 

◆センターゾーンの取り組み 

・民間主導まちづくり支援事業 

柳ケ瀬エリアで実施された「リノベーションスクール」を金華地区で開催 

 

・柳ケ瀬広場及び周辺整備事業 

滞在空間、まちづくり活動、回遊性の拠点となる広場を整備し令和 8 年度中

の完成を目指す 

→広場や階段、植栽などの整備 

→広場と一体化したオープンスペースとして活用できるよう周辺道路の整備や

アクアージュ柳ケ瀬のリノベーションを実施 

 

・柳ケ瀬エリアプラットフォーム運営事業 

（仮称）柳ケ瀬エリアビジョンの策定支援 

老朽化したアーケードを含む道路等空間の在り方検討や活用に向けた地域の

取り組みを支援 

 

・商店街共同施設整備助成 

共同施設の新設、修繕を支援し環境整備を促進 

→補助対象にアーケード点検を追加 
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このページには「令和 8 年度予算主な事業 岐阜を動かす社会基盤整備 2/3」 

を掲載しています。 

 

 

・岐阜駅北中央東・中央西地区第一種市街地再開発事業 

本市の玄関口における新たなにぎわいの創出に向け、組合が行う再開発事業

へ助成を実施 

→東地区は令和 11 年度の完成を目指し除却工事を実施 

→西地区は令和 12 年度の完成を目指し建物補償などを実施 

駅周辺の利便性・回遊性の更なる向上のため歩行者用デッキの延伸整備を実

施 

 

・名鉄名古屋本線鉄道高架化事業 

 県と連携し用地取得や鉄道詳細設計などを実施 

 

◆エリア間をつなぐ連携軸 

・スマートシティぎふ推進事業 

中心市街地でのレベル 4自動運転の実現に向け自動運転バスを継続運行 

 

・センターゾーン道路空間利活用 

 センターゾーンの回遊性を高め連携軸を強化 

→アクションプラン策定に向けたワークショップを実施 

 

◆コンパクトな都市づくり 

・集約型都市構造推進検討 

長森駅周辺のまちづくり検討 

→区画道路の位置、規模などの検討 

→区域区分、用途地域、立地適正化計画などの見直しを進める 

 

◆快適なまちづくり 

・ （仮称）上川手土地区画整理事業査  

 土地区画整理組合の設立を目指し、権利査 や本同意の取得などを実施 

 

◆歴史遺産を活用したまちづくり 

・加納・中山道歴史まちづくり構想検討 

 名鉄高架化事業の推進にあわせ中山道の環境整備、加納城跡の保存活用など

の査 ・検討 

→（仮称）加納・中山道歴史まちづくり構想の素案を作成 
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このページには「令和 8 年度予算主な事業 岐阜を動かす社会基盤整備 3/3」 

を掲載しています。 

 

 

●多様な地域課題の解決 

◆魅力ある公園づくり 

・岐阜市民（畜産センター）公園再整備事業 

 豊かな自然を最大限に活かした居心地よく過ごせる公園へ再編 

→民間活力の導入に向けて事業者を公募 

 

◆快適なまちづくり 

・鷺山中洙土地区画整理事業 

 土地区画整理組合が行う建物の補償や都市計画道路の工事などに助成 

 

・鷺山中洙公園整備事業 

 地域コミュニティの活動拠点となる公民館、子ども館と一体となった公園を

整備 

→遊具やトイレ、広場、園路などを整備 

 

◆魅力ある公園づくり 

・岐阜ファミリーパーク再整備事業 

 総合スポーツ公園化の実現に向け再整備 

→多目的広場の造成工事 

→トイレなどの浄化施設の実施設計 

 

◆持続可能なコミュニティ交通 

・コミュニティバスのサービス拡充 

 全国交通系 IC カードを導入 

待合環境の改善のため、乗り継ぎバス停となっているスーパーなどに「バスま

ちば」を設置 
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このページには「令和 8 年度予算主な事業 持続可能で幸せな市民生活 1/3」 

を掲載しています。 

 

 

持続可能で幸せな市民生活 

全ての世代が、幸せで豊かな市民生活を持続して営むことができるよう取り組

む。 

 

●住民自治、見守り、市営墓地、学び・体験・交流などの場の充実 

◆住民自治の推進 

・ごみステーション維持管理の支援 

 自治会連合会への協力金の交付を通じ、住民自治により設置が認められたご

みステーションの維持管理を支援 

→協力金は、ごみネット、ごみボックスの購入やごみ当番の謝礼など、地域全体

のごみ処理環境の向上に資する取り組みに活用 

 

・高齢者等のごみ出し支援 

 ごみ出しが困難な世帯への支援のため、自治会や地域の協力者などが行う地

域活動を支援 

 

・ごみ集積庫の整備 

 住民自治によりごみステーションの集約などを行った自治会を支援 

→鳥獣被害の防止効果の高い強固な集積庫の整備 

 

・未来の防災リーダー育成事業 

 市内小学４～６年生を対象に、防災に関する講習会、防災自由研究などの防災

教育を実施 

 

・芥見東・南公民館および東児童センター合築施設建設事業 

 住民自治の力を高め、地域との合意形成の上、新たな地域活動拠点を整備 

→両地区の公民館を土砂災害特別警戒区域等から安心安全な場所へ移転 

→地域、多世代交流による子育て支援拠点の機能の充実 

→市営住宅集会所を含めた施設の合築によるライフサイクルコストの縮減 

→地質査 と実施設計、地域住民とのワークショップを実施 
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このページには「令和 8 年度予算主な事業 持続可能で幸せな市民生活 2/3」 

を掲載しています。 

 

 

◆見守り支援 

・見守りサービス（otta
オ ッ タ

） 

 通学時などにおける子どもの安全、安心を確保 

→市立小学校などの希望する全ての児童に、無償で見守り端末を配布 

→位置情報を記録することで、万が一の際の早期発見につなげる 

 

◆持続可能な市営墓地の運営 

・市営墓地の在り方に基づく運営・整備 

 無縁墳墓の実態査  

無縁改葬の実施 

合葬式墓地の整備 

 

◆学び・体験・交流などの場の充実 

・ぎふメディアコスモス分館整備事業 

 ハートフルスクエア－Gを「ぎふメディアコスモスの分館」としてリニュー

アル 

基本計画を策定 

→施設の現状や課題などを整理し、機能や規模などの基本方針を作成 

 

・文化センターリニューアル事業 

 文化センターと金公園を一体の公共空間として捉え、金公園の延長で文化セ

ンターを利用できるようリニューアル 

→ロビー改修工事 

 

●福祉、健康、医療 

◆寄り添う福祉 

・ひきこもり支援事業 

 社会参加の後押し 

→本人の経験や強み、特技を活かした出番や居場所を感じられる機会の提供 

・周辺自治体との広域連携 

→オンラインを活用した居場所事業などの支援施策の相互利用 
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このページには「令和 8 年度予算主な事業 持続可能で幸せな市民生活 3/3」 

を掲載しています。 

 

 

◆健康づくり 

・がん検診受診率向上の推進 

 受診しやすい環境を整備 

→連携協定先を会場としたがん検診の年間実施回数を拡大 

 

・運動習慣化健康プログラム構築事業 

 運動習慣の定着を目的とした教室やウォーキング講座などの実施 

 

・COPD（慢性閉塞性肺疾患）の啓発・早期発見・重症化予防 

 企業と連携した COPD の市民啓発、早期受診勧奨 

 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

 ハイリスクアプローチの強化 

→多剤服用者に市薬剤師会と連携し服薬相談を実施 

ポピュレーションアプローチの拡大 

→ショッピングモールでのウォーキングイベント 

 

◆医療体制の充実 

・岐阜市民病院と朝日大学病院との医療連携の推進 

 医師や認定看護師などの相互派遣、人事交流 

研修会やセミナーなどの共同開催 

医薬品などの共同購入や医療機器などの共同利用の検討 
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このページには「ぎふ長良川の鵜飼」 

を掲載しています。 

 

 

ぎふ長良川の鵜飼 

 岐阜の夏の風物詩、ぎふ長良川の鵜飼が 5 月 11 日㈪に鵜飼開きを迎えます。

宮内庁式部職に任命された 6 人の鵜匠が、漆黒の闇の中、篝火と鵜を巧みに操

り鮎をとらえる様は必見です。ぜひ観覧船をご利用いただき、ぎふ長良川の鵜飼

をお楽しみください。 

開催期間：5月 11 日㈪～10 月 15 日㈭ 

問い合わせ 鵜飼観覧船事務所（湊町 1－2・262－0104） 

 

●インターネット予約 

ぎふ長良川の鵜飼ホームページから予約できます。 

◆支払方法 クレジットカード（オンライン決済・一括払い） 

 

●鵜飼観覧船事務所窓口での予約 ※電話での予約はできません。 

◆受付時間 午後 3時～7時 30 分 

      （5月 10 日㈰までは午前 10 時～午後 5時 30 分） 

◆支払方法（窓口にて） 現金またはクレジットカード（事前決済・一括払い） 

 

●乗合船・貸切船の料金（税込） ※今年度から料金が変わります。 

◆乗合船 

・通常日 大人 4,200 円、小人（小学生以下）2,100 円 

・繁忙日 大人 5,100 円、小人 2,600 円 

◆貸切船（15 人乗り） 

・通常日 53,600 円 

・繁忙日 65,100 円 

◎繁忙日など、詳細はぎふ長良川の鵜飼ホームページに掲載。 

 

【注意事項】 

・乗船料の支払い手続き完了をもって予約完了となります。 

・乗合船は乗船日の 3日前、貸切船は 7日前から取消料が発生します。 

・人数の減員、乗船日の変更なども、取消料の対象となります。 

 

●初夏を満喫！鵜飼早乗りキャンペーン 

初夏の鵜飼をお得に楽しめる早乗りキャンペーンを実施します。 

◆対象期間 5 月 12 日～7月 8日の各㈪㈫㈬ 

◆料金   大人 3,500 円（通常日の料金から 700 円割引） 

      小人 1,800 円（通常日の料金から 300 円割引） 

※1予約 8名まで（先着 3,000 人） 

※事前にインターネット予約が必要 


